
　2008 年 6 月 1 日、道路交通法が改正され、幼児や児童に対し、ヘ

ルメット着用が努力義務となりました。自転車通学時はもちろん、親

が子どもを自転車に同乗させる時や子どもが運転する際にも、ヘル

メットの着用に努める必要があります。

　ヘルメットなしでは、転倒した時にけがをする可能性が大。特に子

どもは、大人と比べて頭部が重く、バランスを崩して転びやすいため、

欧米ではヘルメット着用を義務付けている国もあるほどです。

　私たちカワハラは、子ども用ヘルメットのパイオニアです。通学用

の他、サイクリングやスポーツ向けも製造、販売しています。カワハ

ラのヘルメットが評価をいただいている理由は、強くて軽く帽子をか

ぶるように気軽に使え、通気性が良く蒸れないうえに、子どもたちが

使いたくなる格好良さがあるからです。そして何より安全性。法律に

より規定された PSC マークや、SGマーク認定が安全性確保の証しで

す。私たちは子どもたちの安全と安心を願い、

子ども用ヘルメットをつくり続けます。
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2008年11月30日（日）の山陽新聞プロフェッショナルに掲載されました。
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